
○ 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準  

(平 成 十 八 年 三 月 十 四 日 ) 

(厚 生 労 働 省 告 示 第 百 二 十 六 号 ) 

介 護 保 険 法 (平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 )第 四 十 二 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 指

定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 を 次 の よ う に 定 め 、 平 成

十 八 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準  

一  指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 は 、 別 表 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 介 護 給

付 費 単 位 数 表 に よ り 算 定 す る も の と す る 。  

二  指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 は 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 一 単 位 の

単 価 に 別 表 に 定 め る 単 位 数 を 乗 じ て 算 定 す る も の と す る 。  

三  前 二 号 の 規 定 に よ り 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 を 算 定 し た 場 合 に お

い て 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 は 切 り 捨 て て 計 算 す る も

の と す る 。  

四  夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 及 び 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 に 係 る 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に

要 す る 費 用 の 額 は 、前 三 号 の 規 定 に か か わ ら ず 市 町 村 長 (特 別 区 の 区 長 を 含 む 。以 下 同

じ 。 )の 申 請 に 基 づ き 、厚 生 労 働 大 臣 が 認 め た 場 合 に 限 り 、別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る

と こ ろ に よ り 算 定 す る こ と が で き る も の と す る 。  

別 表  

指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 介 護 給 付 費 単 位 数 表  

1 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 費  

イ  夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 費 (Ⅰ ) 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 単 位 数  

ロ  夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 費 (Ⅱ ) 1 月 に つ き 2,7 6 0 単 位  

注  

1 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 基 準 に 適 合 す る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た 指 定

夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 事 業 所 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、設 備 及 び 運 営 に 関

す る 基 準 (平 成 18 年 厚 生 労 働 省 令 第 34 号 。以 下「 指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 」と い

う 。 )第 6 条 第 1 項 に 規 定 す る 指 定 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 事 業 所 を い う 。 以 下 同 じ 。 )の

夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 従 業 者 (同 項 に 規 定 す る 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 従 業 者 を い う 。 )が 、

指 定 夜 間 対 応 型 訪 問 介 護 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 4 条 に 規 定 す る 指 定 夜 間 対

応 型 訪 問 介 護 を い う 。以 下 同 じ 。)を 行 っ た 場 合 に 、当 該 施 設 基 準 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、

そ れ ぞ れ 所 定 単 位 数 を 算 定 す る 。  

2 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 が 定 期 巡 回 サ ー ビ ス (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 5

条 第 1 項 に 規 定 す る 定 期 巡 回 サ ー ビ ス を い う 。 )又 は 随 時 訪 問 サ ー ビ ス (同 項 に 規 定 す

る 随 時 訪 問 サ ー ビ ス を い う 。 )を 行 う 場 合 は 、平 成 21 年 3 月 31 日 ま で の 間 、所 定 単 位

数 の 100 分 の 70 に 相 当 す る 単 位 数 を 算 定 す る 。  

3 利 用 者 が 短 期 入 所 生 活 介 護 、短 期 入 所 療 養 介 護 若 し く は 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 、 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生

活 介 護 若 し く は 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 を 受 け て い る 間 は 、 夜 間

対 応 型 訪 問 介 護 費 は 、 算 定 し な い 。  

2 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費  

イ  認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費 (Ⅰ ) 

(1 )  認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費 (i) 

(一 ) 所 要 時 間 3 時 間 以 上 4 時 間 未 満 の 場 合  

a 経 過 的 要 介 護  49 3 単 位  

b 要 介 護 1 52 6 単 位  

c 要 介 護 2 57 8 単 位  

d 要 介 護 3 63 0 単 位  

e 要 介 護 4 68 2 単 位  

f 要 介 護 5 73 5 単 位  

(二 ) 所 要 時 間 4 時 間 以 上 6 時 間 未 満 の 場 合  

a 経 過 的 要 介 護  66 8 単 位  

b 要 介 護 1 71 5 単 位  

c 要 介 護 2 78 9 単 位  

d 要 介 護 3 86 4 単 位  

e 要 介 護 4 93 8 単 位  

f 要 介 護 5 1, 0 1 3 単 位  

(三 ) 所 要 時 間 6 時 間 以 上 8 時 間 未 満 の 場 合  

a 経 過 的 要 介 護  90 1 単 位  



b  要 介 護 1 96 7 単 位  

c 要 介 護 2 1, 0 7 1 単 位  

d 要 介 護 3 1, 1 7 5 単 位  

e 要 介 護 4 1, 2 8 0 単 位  

f 要 介 護 5 1, 3 8 4 単 位  

(2 )  認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費 (ii) 

(一 ) 所 要 時 間 3 時 間 以 上 4 時 間 未 満 の 場 合  

a 経 過 的 要 介 護  44 8 単 位  

b 要 介 護 1 47 7 単 位  

c 要 介 護 2 52 3 単 位  

d 要 介 護 3 57 0 単 位  

e 要 介 護 4 61 7 単 位  

f 要 介 護 5 66 3 単 位  

(二 ) 所 要 時 間 4 時 間 以 上 6 時 間 未 満 の 場 合  

a 経 過 的 要 介 護  60 3 単 位  

b 要 介 護 1 64 5 単 位  

c 要 介 護 2 71 1 単 位  

d 要 介 護 3 77 8 単 位  

e 要 介 護 4 84 4 単 位  

f 要 介 護 5 91 1 単 位  

(三 ) 所 要 時 間 6 時 間 以 上 8 時 間 未 満 の 場 合  

a 経 過 的 要 介 護  81 0 単 位  

b 要 介 護 1 86 9 単 位  

c 要 介 護 2 96 2 単 位  

d 要 介 護 3 1, 0 5 5 単 位  

e 要 介 護 4 1, 1 4 8 単 位  

f 要 介 護 5 1, 2 4 1 単 位  

ロ  認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費 (Ⅱ ) 

(1 )  所 要 時 間 3 時 間 以 上 4 時 間 未 満 の 場 合  

(一 ) 経 過 的 要 介 護  22 6 単 位  

(二 ) 要 介 護 1 2 3 5 単 位  

(三 ) 要 介 護 2 2 4 3 単 位  

(四 ) 要 介 護 3 2 5 2 単 位  

(五 ) 要 介 護 4 2 6 0 単 位  

(六 ) 要 介 護 5 2 6 9 単 位  

(2 )  所 要 時 間 4 時 間 以 上 6 時 間 未 満 の 場 合  

(一 ) 経 過 的 要 介 護  32 3 単 位  

(二 ) 要 介 護 1 3 3 5 単 位  

(三 ) 要 介 護 2 3 4 8 単 位  

(四 ) 要 介 護 3 3 6 0 単 位  

(五 ) 要 介 護 4 3 7 2 単 位  

(六 ) 要 介 護 5 3 8 4 単 位  

(3 )  所 要 時 間 6 時 間 以 上 8 時 間 未 満 の 場 合  

(一 ) 経 過 的 要 介 護  45 2 単 位  

(二 ) 要 介 護 1 4 6 9 単 位  

(三 ) 要 介 護 2 4 8 6 単 位  

(四 ) 要 介 護 3 5 0 3 単 位  

(五 ) 要 介 護 4 5 2 0 単 位  

(六 ) 要 介 護 5 5 3 7 単 位  

注  

1 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 基 準 に 適 合 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た

単 独 型 ・ 併 設 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 42

条 第 1 項 に 規 定 す る 単 独 型 ・ 併 設 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 を い う 。 以 下 同

じ 。 )又 は 共 用 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 45

条 第 1 項 に 規 定 す る 共 用 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 を い う 。以 下 同 じ 。)に お

い て 、 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 41 条 に 規 定 す る 指

定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を い う 。以 下 同 じ 。 )を 行 っ た 場 合 に 、当 該 施 設 基 準 に 掲 げ る

区 分 に 従 い 、 利 用 者 の 要 介 護 状 態 区 分 に 応 じ て 、 現 に 要 し た 時 間 で は な く 、 認 知 症 対

応 型 通 所 介 護 計 画 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 52 条 第 1 項 に 規 定 す る 認 知 症 対 応



型 通 所 介 護 計 画 を い う 。)に 位 置 付 け ら れ た 内 容 の 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を 行 う の

に 要 す る 標 準 的 な 時 間 で 、 そ れ ぞ れ 所 定 単 位 数 を 算 定 す る 。 た だ し 、 利 用 者 の 数 又 は

看 護 職 員 (看 護 師 又 は 准 看 護 師 を い う 。 以 下 同 じ 。 )若 し く は 介 護 職 員 の 員 数 が 別 に 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る 場 合 は 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り

算 定 す る 。  

2 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 利 用 者 に 対 し て 、所 要 時 間 2 時 間 以 上 3 時

間 未 満 の 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を 行 う 場 合 は 、 注 1 の 施 設 基 準 に 掲 げ る 区 分 に 従

い 、 イ (1)(一 )若 し く は (2) (一 )又 は ロ (1)の 所 定 単 位 数 の 100 分 の 70 に 相 当 す る 単 位

数 を 算 定 す る 。  

3 日 常 生 活 上 の 世 話 を 行 っ た 後 に 引 き 続 き 所 要 時 間 6 時 間 以 上 8 時 間 未 満 の 指 定 認 知 症

対 応 型 通 所 介 護 を 行 っ た 場 合 又 は 所 要 時 間 6 時 間 以 上 8 時 間 未 満 の 指 定 認 知 症 対 応 型

通 所 介 護 を 行 っ た 後 に 引 き 続 き 日 常 生 活 上 の 世 話 を 行 っ た 場 合 で あ っ て 、 当 該 指 定 認

知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 所 要 時 間 と 当 該 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 前 後 に 行 っ た 日 常

生 活 上 の 世 話 の 所 要 時 間 を 通 算 し た 時 間 (以 下 こ の 注 に お い て 「 算 定 対 象 時 間 」 と い

う 。 )が 8 時 間 以 上 と な る と き は 、 算 定 対 象 時 間 が 8 時 間 以 上 9 時 間 未 満 の 場 合 は 50

単 位 を 、 9 時 間 以 上 10 時 間 未 満 の 場 合 は 100 単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。  

4 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 て 当 該

基 準 に よ る 入 浴 介 助 を 行 っ た 場 合 は 、 1 日 に つ き 50 単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。  

5 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を 行 う 時 間 帯 に 1 日 120 分 以 上 、専 ら 機 能 訓 練 指 導 員 の 職

務 に 従 事 す る 理 学 療 法 士 、 作 業 療 法 士 、 言 語 聴 覚 士 、 看 護 職 員 、 柔 道 整 復 師 又 は あ ん

摩 マ ッ サ ー ジ 指 圧 師 (以 下 「 理 学 療 法 士 等 」 と い う 。 )を 1 名 以 上 配 置 し て い る も の と

し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 利 用 者 に 対 し て 、 機 能 訓 練 指 導

員 、 看 護 職 員 、 介 護 職 員 、 生 活 相 談 員 そ の 他 の 職 種 の 者 が 共 同 し て 、 利 用 者 ご と に 個

別 機 能 訓 練 計 画 を 作 成 し 、 当 該 計 画 に 基 づ き 、 計 画 的 に 機 能 訓 練 を 行 っ て い る 場 合 に

は 、 個 別 機 能 訓 練 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 27 単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。  

6 次 に 掲 げ る い ず れ の 基 準 に も 適 合 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 て 、低 栄 養 状

態 に あ る 利 用 者 又 は そ の お そ れ の あ る 利 用 者 に 対 し て 、 当 該 利 用 者 の 低 栄 養 状 態 の 改

善 等 を 目 的 と し て 、 個 別 的 に 実 施 さ れ る 栄 養 食 事 相 談 等 の 栄 養 管 理 で あ っ て 、 利 用 者

の 心 身 の 状 態 の 維 持 又 は 向 上 に 資 す る と 認 め ら れ る も の (以 下 こ の 注 に お い て「 栄 養 改

善 サ ー ビ ス 」 と い う 。 )を 行 っ た 場 合 は 、 栄 養 マ ネ ジ メ ン ト 加 算 と し て 、 3 月 以 内 の 期

間 に 限 り 1 月 に 2 回 を 限 度 と し て 1 回 に つ き 100 単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ

し 、 栄 養 改 善 サ ー ビ ス の 開 始 か ら 3 月 ご と の 利 用 者 の 栄 養 状 態 の 評 価 の 結 果 、 低 栄 養

状 態 が 改 善 せ ず 、 栄 養 改 善 サ ー ビ ス を 引 き 続 き 行 う こ と が 必 要 と 認 め ら れ る 利 用 者 に

つ い て は 、 引 き 続 き 算 定 す る こ と が で き る 。  

イ  管 理 栄 養 士 を 1 名 以 上 配 置 し て い る こ と 。  

ロ  利 用 者 の 栄 養 状 態 を 利 用 開 始 時 に 把 握 し 、 管 理 栄 養 士 、 看 護 職 員 、 介 護 職 員 、 生 活

相 談 員 そ の 他 の 職 種 の 者 が 共 同 し て 、利 用 者 ご と の 摂 食 ・ 嚥 え ん 下 機 能 及 び 食 形 態 に も

配 慮 し た 栄 養 ケ ア 計 画 を 作 成 し て い る こ と 。  

ハ  利 用 者 ご と の 栄 養 ケ ア 計 画 に 従 い 管 理 栄 養 士 等 が 栄 養 改 善 サ ー ビ ス を 行 っ て い る と

と も に 、 利 用 者 の 栄 養 状 態 を 定 期 的 に 記 録 し て い る こ と 。  

ニ  利 用 者 ご と の 栄 養 ケ ア 計 画 の 進 捗 状 況 を 定 期 的 に 評 価 す る こ と 。  

ホ  別 に 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る 単 独 型 ・ 併 設 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通

所 介 護 事 業 所 又 は 共 用 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 で あ る こ と 。  

7 次 に 掲 げ る い ず れ の 基 準 に も 適 合 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 て 、口 腔 機 能

が 低 下 し て い る 利 用 者 又 は そ の お そ れ の あ る 利 用 者 に 対 し て 、 当 該 利 用 者 の 口 腔 機 能

の 向 上 を 目 的 と し て 、 個 別 的 に 実 施 さ れ る 口 腔 清 掃 の 指 導 若 し く は 実 施 又 は 摂 食 ・ 嚥
え ん 下 機 能 に 関 す る 訓 練 の 指 導 若 し く は 実 施 で あ っ て 、利 用 者 の 心 身 の 状 態 の 維 持 又 は

向 上 に 資 す る と 認 め ら れ る も の (以 下 こ の 注 に お い て 「 口 腔 機 能 向 上 サ ー ビ ス 」 と い

う 。 )を 行 っ た 場 合 は 、 口 腔 機 能 向 上 加 算 と し て 、 3 月 以 内 の 期 間 に 限 り 1 月 に 2 回 を

限 度 と し て 1 回 に つ き 100 単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。 た だ し 、 口 腔 機 能 向 上 サ ー

ビ ス の 開 始 か ら 3 月 ご と の 利 用 者 の 口 腔 機 能 の 評 価 の 結 果 、 口 腔 機 能 が 向 上 せ ず 、 口

腔 機 能 向 上 サ ー ビ ス を 引 き 続 き 行 う こ と が 必 要 と 認 め ら れ る 利 用 者 に つ い て は 、 引 き

続 き 算 定 す る こ と が で き る 。  

イ  言 語 聴 覚 士 、 歯 科 衛 生 士 又 は 看 護 職 員 を 1 名 以 上 配 置 し て い る こ と 。  

ロ  利 用 者 の 口 腔 機 能 を 利 用 開 始 時 に 把 握 し 、 言 語 聴 覚 士 、 歯 科 衛 生 士 、 看 護 職 員 、 介

護 職 員 、 生 活 相 談 員 そ の 他 の 職 種 の 者 が 共 同 し て 、 利 用 者 ご と の 口 腔 機 能 改 善 管 理 指

導 計 画 を 作 成 し て い る こ と 。  



ハ  利 用 者 ご と の 口 腔 機 能 改 善 管 理 指 導 計 画 に 従 い 言 語 聴 覚 士 、 歯 科 衛 生 士 又 は 看 護 職

員 が 口 腔 機 能 向 上 サ ー ビ ス を 行 っ て い る と と も に 、 利 用 者 の 口 腔 機 能 を 定 期 的 に 記 録

し て い る こ と 。  

ニ  利 用 者 ご と の 口 腔 機 能 改 善 管 理 指 導 計 画 の 進 捗 状 況 を 定 期 的 に 評 価 す る こ と 。  

ホ  別 に 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る 単 独 型 ・ 併 設 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通

所 介 護 事 業 所 又 は 共 用 型 指 定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 で あ る こ と 。  

8 利 用 者 が 短 期 入 所 生 活 介 護 、短 期 入 所 療 養 介 護 、特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は 小 規 模

多 機 能 型 居 宅 介 護 、 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護

若 し く は 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 を 受 け て い る 間 は 、 認 知 症 対 応

型 通 所 介 護 費 は 、 算 定 し な い 。  

3 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 費  

イ  小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 費 (1 月 に つ き ) 

(1 )  経 過 的 要 介 護  4, 4 6 9 単 位  

(2 )  要 介 護 1 1 1, 4 3 0 単 位  

(3 )  要 介 護 2 1 6, 3 2 5 単 位  

(4 )  要 介 護 3 2 3, 2 8 6 単 位  

(5 )  要 介 護 4 2 5, 5 9 7 単 位  

(6 )  要 介 護 5 2 8, 1 2 0 単 位  

注  

1 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 63 条 第 1 項 に 規

定 す る 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 を い う 。以 下 同 じ 。)に 登 録 し た 者 に つ い て 、

登 録 者 の 要 介 護 状 態 区 分 に 応 じ て 、 登 録 し て い る 期 間 1 月 に つ き そ れ ぞ れ 所 定 単 位 数

を 算 定 す る 。 た だ し 、 登 録 者 の 数 又 は 従 業 者 の 員 数 が 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準

に 該 当 す る 場 合 は 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 す る 。  

2 利 用 者 が 短 期 入 所 生 活 介 護 、短 期 入 所 療 養 介 護 、特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は 認 知 症

対 応 型 共 同 生 活 介 護 、 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 若 し く は 地 域 密 着 型 介 護 老

人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 を 受 け て い る 間 は 、 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 費 は 、 算 定 し

な い 。  

3 利 用 者 が 一 の 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に お い て 、指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅

介 護 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 62 条 に 規 定 す る 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 を

い う 。以 下 同 じ 。 )を 受 け て い る 間 は 、当 該 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 以 外 の

指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 が 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 を 行 っ た 場 合 に 、

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 費 は 、 算 定 し な い 。  

ロ  初 期 加 算  30 単 位  

注  指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 登 録 し た 日 か ら 起 算 し て 30 日 以 内 の 期 間 に つ

い て は 、 初 期 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。 30 日 を 超 え る 病 院 又 は

診 療 所 へ の 入 院 後 に 指 定 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 利 用 を 再 び 開 始 し た 場 合 も 、 同 様

と す る 。  

4 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 費  

イ  認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 費 (1 日 に つ き ) 

(1 )  要 介 護 1 8 3 1 単 位  

(2 )  要 介 護 2 8 4 8 単 位  

(3 )  要 介 護 3 8 6 5 単 位  

(4 )  要 介 護 4 8 8 2 単 位  

(5 )  要 介 護 5 9 0 0 単 位  

ロ  短 期 利 用 共 同 生 活 介 護 費 (1 日 に つ き ) 

(1 )  要 介 護 1 8 6 1 単 位  

(2 )  要 介 護 2 8 7 8 単 位  

(3 )  要 介 護 3 8 9 5 単 位  

(4 )  要 介 護 4 9 1 2 単 位  

(5 )  要 介 護 5 9 3 0 単 位  

注  別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 夜

勤 を 行 う 職 員 の 勤 務 条 件 に 関 す る 基 準 を 満 た す も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た 指 定 認

知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 90 条 第 1 項 に 規 定 す

る 指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 を い う 。以 下 同 じ 。 )に お い て 、指 定 認 知 症 対

応 型 共 同 生 活 介 護 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 89 条 に 規 定 す る 指 定 認 知 症 対 応 型

共 同 生 活 介 護 を い う 。以 下 同 じ 。)を 行 っ た 場 合 に 、当 該 施 設 基 準 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、

利 用 者 の 要 介 護 状 態 区 分 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 所 定 単 位 数 を 算 定 す る 。 た だ し 、 当 該 夜

勤 を 行 う 職 員 の 勤 務 条 件 に 関 す る 基 準 を 満 た さ な い 場 合 は 、 所 定 単 位 数 の 100 分 の 97



に 相 当 す る 単 位 数 を 算 定 す る 。 な お 、 利 用 者 の 数 又 は 従 業 者 の 員 数 が 別 に 厚 生 労 働 大

臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る 場 合 は 、別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 す る 。 

ハ  初 期 加 算  30 単 位  

注  イ に つ い て 、入 居 し た 日 か ら 起 算 し て 30 日 以 内 の 期 間 に つ い て は 、初 期 加 算 と し て 、

1 日 に つ き 所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。  

ニ  医 療 連 携 体 制 加 算  39 単 位  

注  別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た 指 定 認 知

症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 に お い て 、 指 定 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 を 行 っ た 場 合

は 、 医 療 連 携 体 制 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。  

5 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 費  

イ  地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 費 (1 日 に つ き ) 

(1 )  要 介 護 1 5 4 9 単 位  

(2 )  要 介 護 2 6 1 6 単 位  

(3 )  要 介 護 3 6 8 3 単 位  

(4 )  要 介 護 4 7 5 0 単 位  

(5 )  要 介 護 5 8 1 8 単 位  

注  

1 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 基 準 第 109 条 第 1 項 に 規 定 す る 指

定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 を い う 。以 下 同 じ 。)に お い て 、指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者

生 活 介 護 (同 項 に 規 定 す る 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 を い う 。以 下 同 じ 。)

を 行 っ た 場 合 に 、指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 の 提 供 を 受 け る 入 居 者 (以 下

「 利 用 者 」 と い う 。 )の 要 介 護 状 態 区 分 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 所 定 単 位 数 を 算 定 す る 。 た

だ し 、 看 護 職 員 又 は 介 護 職 員 の 員 数 が 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る 場 合

は 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 す る 。  

2 専 ら 機 能 訓 練 指 導 員 の 職 務 に 従 事 す る 常 勤 の 理 学 療 法 士 等 を 1 名 以 上 配 置 し て い る も

の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 に お い て 、 利 用 者 に 対 し て 、 機

能 訓 練 指 導 員 、 看 護 職 員 、 介 護 職 員 、 生 活 相 談 員 そ の 他 の 職 種 の 者 が 共 同 し て 、 利 用

者 ご と に 個 別 機 能 訓 練 計 画 を 作 成 し 、 当 該 計 画 に 基 づ き 、 計 画 的 に 機 能 訓 練 を 行 っ て

い る 場 合 に は 、 個 別 機 能 訓 練 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 12 単 位 を 加 算 す る 。  

ロ  夜 間 看 護 体 制 加 算  10 単 位  

注  別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た 指 定 地 域

密 着 型 特 定 施 設 に お い て 、 利 用 者 に 対 し て 、 指 定 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護

を 行 っ た 場 合 に 、 1 日 に つ き 所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。  

6 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス  

イ  地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費  

(1 )  地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅰ )(1 日 に つ き ) 

(一 ) 要 介 護 1 5 7 7 単 位  

(二 ) 要 介 護 2 6 4 8 単 位  

(三 ) 要 介 護 3 7 1 8 単 位  

(四 ) 要 介 護 4 7 8 9 単 位  

(五 ) 要 介 護 5 8 5 9 単 位  

(2 )  地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅱ )(1 日 に つ き ) 

(一 ) 要 介 護 1 6 3 9 単 位  

(二 ) 要 介 護 2 7 1 0 単 位  

(三 ) 要 介 護 3 7 8 0 単 位  

(四 ) 要 介 護 4 8 5 1 単 位  

(五 ) 要 介 護 5 9 2 1 単 位  

ロ  ユ ニ ッ ト 型 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費  

(1 )  ユ ニ ッ ト 型 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅰ )(1 日 に つ き ) 

(一 ) 要 介 護 1 6 5 7 単 位  

(二 ) 要 介 護 2 7 2 8 単 位  

(三 ) 要 介 護 3 7 9 8 単 位  

(四 ) 要 介 護 4 8 6 9 単 位  

(五 ) 要 介 護 5 9 2 9 単 位  

(2 )  ユ ニ ッ ト 型 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅱ )(1 日 に つ き ) 

(一 ) 要 介 護 1 6 5 7 単 位  

(二 ) 要 介 護 2 7 2 8 単 位  

(三 ) 要 介 護 3 7 9 8 単 位  

(四 ) 要 介 護 4 8 6 9 単 位  



(五 ) 要 介 護 5 9 2 9 単 位  

ハ  経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費  

(1 )  経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (1 日 に つ き ) 

(一 ) 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅰ ) 

a  要 介 護 1 74 1 単 位  

b 要 介 護 2 80 8 単 位  

c 要 介 護 3 87 6 単 位  

d 要 介 護 4 94 3 単 位  

e 要 介 護 5 1, 0 1 0 単 位  

(二 ) 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅱ ) 

a  要 介 護 1 80 3 単 位  

b 要 介 護 2 87 0 単 位  

c 要 介 護 3 93 8 単 位  

d 要 介 護 4 1, 0 0 5 単 位  

e 要 介 護 5 1, 0 7 2 単 位  

(2 )  旧 措 置 入 所 者 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (1 日 に つ き ) 

(一 ) 旧 措 置 入 所 者 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅰ ) 

a  要 介 護 1 74 1 単 位  

b 要 介 護 2 又 は 要 介 護 3 8 4 5 単 位  

c 要 介 護 4 又 は 要 介 護 5 9 7 6 単 位  

(二 ) 旧 措 置 入 所 者 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅱ ) 

a  要 介 護 1 80 3 単 位  

b 要 介 護 2 又 は 要 介 護 3 9 0 7 単 位  

c 要 介 護 4 又 は 要 介 護 5 1 ,0 3 8 単 位  

ニ  ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 に お け る 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス  

(1 )  ユ ニ ッ ト 型 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (1 日 に つ き ) 

(一 ) ユ ニ ッ ト 型 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅰ ) 

a  要 介 護 1 80 8 単 位  

b 要 介 護 2 87 5 単 位  

c 要 介 護 3 94 3 単 位  

d 要 介 護 4 1, 0 1 0 単 位  

e 要 介 護 5 1, 0 7 7 単 位  

(二 ) ユ ニ ッ ト 型 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅱ ) 

a  要 介 護 1 80 8 単 位  

b 要 介 護 2 87 5 単 位  

c 要 介 護 3 94 3 単 位  

d 要 介 護 4 1, 0 1 0 単 位  

e 要 介 護 5 1, 0 7 7 単 位  

(2 )  ユ ニ ッ ト 型 旧 措 置 入 所 者 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (1 日 に つ き ) 

(一 ) ユ ニ ッ ト 型 旧 措 置 入 所 者 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅰ ) 

a  要 介 護 1 80 8 単 位  

b 要 介 護 2 又 は 要 介 護 3 9 1 2 単 位  

c 要 介 護 4 又 は 要 介 護 5 1 ,0 4 3 単 位  

(二 ) ユ ニ ッ ト 型 旧 措 置 入 所 者 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅱ ) 

a  要 介 護 1 80 8 単 位  

b 要 介 護 2 又 は 要 介 護 3 9 1 2 単 位  

c 要 介 護 4 又 は 要 介 護 5 1 ,0 4 3 単 位  

注  

1  イ 、 ロ 、 ハ (1)及 び ニ (1)に つ い て は 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 基 準 に 適 合 し 、

か つ 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 夜 勤 を 行 う 職 員 の 勤 務 条 件 に 関 す る 基 準 を 満 た す も

の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 (指 定 地 域 密 着 型 サ ー

ビ ス 基 準 第 130 条 第 1 項 に 規 定 す る 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 を い う 。以 下 同 じ 。)

に お い て 、指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 (同 項 に 規 定 す る 指 定 地 域

密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 を い う 。以 下 同 じ 。)(介 護 保 険 法 施 行 法 (平 成

9 年 法 律 第 124 号 )第 13 条 第 1 項 に 規 定 す る 旧 措 置 入 所 者 (以 下 「 旧 措 置 入 所 者 」 と い

う 。 )に 対 し て 行 わ れ る も の を 除 く 。 )を 行 っ た 場 合 に 、 当 該 施 設 基 準 に 掲 げ る 区 分 及

び 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 入 所 者 の 要 介 護 状 態 区 分 に 応

じ て 、 そ れ ぞ れ 所 定 単 位 数 を 算 定 す る 。 た だ し 、 当 該 夜 勤 を 行 う 職 員 の 勤 務 条 件 に 関

す る 基 準 を 満 た さ な い 場 合 は 、所 定 単 位 数 の 100 分 の 97 に 相 当 す る 単 位 数 を 算 定 す る 。



な お 、 入 所 者 の 数 又 は 介 護 職 員 、 看 護 職 員 若 し く は 介 護 支 援 専 門 員 の 員 数 が 別 に 厚 生

労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る 場 合 は 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り 算

定 す る 。  

2 ハ (2)及 び ニ (2)に つ い て は 、別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 基 準 に 適 合 し 、か つ 、別

に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 夜 勤 を 行 う 職 員 の 勤 務 条 件 に 関 す る 基 準 を 満 た す も の と し て

市 町 村 長 に 届 け 出 た 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に お い て 、 指 定 地 域 密 着 型 介 護

福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護 (旧 措 置 入 所 者 に 対 し て 行 わ れ る も の に 限 る 。 )を 行 っ た 場 合

に 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 入 所 者 の 介 護 の 必 要 の 程 度

に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 所 定 単 位 数 を 算 定 す る 。 た だ し 、 当 該 夜 勤 を 行 う 職 員 の 勤 務 条 件

に 関 す る 基 準 を 満 た さ な い 場 合 は 、所 定 単 位 数 の 100 分 の 97 に 相 当 す る 単 位 数 を 算 定

す る 。 な お 、 入 所 者 の 数 又 は 介 護 職 員 、 看 護 職 員 若 し く は 介 護 支 援 専 門 員 の 員 数 が 別

に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る 場 合 は 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に

よ り 算 定 す る 。  

3 ロ 及 び ニ に つ い て 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 を 満 た さ な い 場 合 は 、 1 日 に つ き

所 定 単 位 数 の 100 分 の 97 に 相 当 す る 単 位 数 を 算 定 す る 。  

4 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 を 満 た さ な い 場 合 は 、身 体 拘 束 廃 止 未 実 施 減 算 と し て 、

1 日 に つ き 5 単 位 を 所 定 単 位 数 か ら 減 算 す る 。  

5 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 基 準 に 適 合 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た

指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に つ い て は 、 重 度 化 対 応 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 10

単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。  

6 イ 及 び ハ に つ い て 、別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 基 準 に 適 合 し て い る も の と し て 市

町 村 長 に 届 け 出 た 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に つ い て は 、 準 ユ ニ ッ ト ケ ア 加 算

と し て 、 1 日 に つ き 5 単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。  

7 専 ら 機 能 訓 練 指 導 員 の 職 務 に 従 事 す る 常 勤 の 理 学 療 法 士 等 を 1 名 以 上 配 置 し て い る も

の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に お い て 、 入 所 者 に 対

し て 、 機 能 訓 練 指 導 員 、 看 護 職 員 、 介 護 職 員 、 生 活 相 談 員 そ の 他 の 職 種 の 者 が 共 同 し

て 、 入 所 者 ご と に 個 別 機 能 訓 練 計 画 を 作 成 し 、 当 該 計 画 に 基 づ き 、 計 画 的 に 機 能 訓 練

を 行 っ て い る 場 合 に は 、 個 別 機 能 訓 練 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 12 単 位 を 所 定 単 位 数 に

加 算 す る 。  

8 専 ら 当 該 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 職 務 に 従 事 す る 常 勤 の 医 師 を 1 名 以 上

配 置 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に つ い

て は 、 1 日 に つ き 20 単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。  

9 認 知 症 (法 第 8 条 第 16 項 に 規 定 す る 認 知 症 を い う 。 以 下 同 じ 。 )で あ る 入 所 者 が 全 入

所 者 の 3 分 の 1 以 上 を 占 め る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に お い て 、 精 神 科 を 担

当 す る 医 師 に よ る 定 期 的 な 療 養 指 導 が 月 に 2 回 以 上 行 わ れ て い る 場 合 は 、1 日 に つ き 5

単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。  

10  別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 視 覚 、 聴 覚 若 し く は 言 語 機 能 に 障 害 の あ

る 者 又 は 知 的 障 害 者 (以 下「 視 覚 障 害 者 等 」と い う 。 )で あ る 入 所 者 の 数 が 15 以 上 で あ

る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に お い て 、 視 覚 障 害 者 等 に 対 す る 生 活 支 援 に 関 し

専 門 性 を 有 す る 者 と し て 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 (以 下「 障 害 者 生 活 支 援 員 」と い

う 。)で あ っ て 専 ら 障 害 者 生 活 支 援 員 と し て の 職 務 に 従 事 す る 常 勤 の 職 員 で あ る も の を

1 名 以 上 配 置 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施

設 に つ い て は 、 障 害 者 生 活 支 援 体 制 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 26 単 位 を 所 定 単 位 数 に 加

算 す る 。  

11  入 所 者 が 病 院 又 は 診 療 所 へ の 入 院 を 要 し た 場 合 及 び 入 所 者 に 対 し て 居 宅 に お け る 外

泊 を 認 め た 場 合 は 、1 月 に 6 日 を 限 度 と し て 所 定 単 位 数 に 代 え て 1 日 に つ き 320 単 位 を

算 定 す る 。 た だ し 、 入 院 又 は 外 泊 の 初 日 及 び 最 終 日 は 、 算 定 で き な い 。  

12  平 成 17 年 9 月 30 日 に お い て ユ ニ ッ ト に 属 す る 個 室 以 外 の 個 室 (以 下 「 従 来 型 個 室 」

と い う 。)に 入 所 し て い る 者 で あ っ て 、平 成 17 年 10 月 1 日 以 後 引 き 続 き 従 来 型 個 室 に

入 所 す る も の (別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も の に 限 る 。 )に 対 し て 、 経 過 的 地 域 密 着 型

介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 又 は 旧 措 置 入 所 者 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費

を 支 給 す る 場 合 は 、 当 分 の 間 、 そ れ ぞ れ 、 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費

(Ⅱ )又 は 旧 措 置 入 所 者 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅱ )を 算 定 す る 。  

13  次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し て 、 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 、 経 過 的

地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 又 は 旧 措 置 入 所 者 経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設

サ ー ビ ス 費 を 支 給 す る 場 合 は 、 そ れ ぞ れ 、 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅱ )、

経 過 的 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅱ )又 は 旧 措 置 入 所 者 経 過 的 地 域 密 着 型 介

護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス 費 (Ⅱ )を 算 定 す る 。  



イ  感 染 症 等 に よ り 、 従 来 型 個 室 へ の 入 所 が 必 要 で あ る と 医 師 が 判 断 し た 者 で あ っ て 、

従 来 型 個 室 へ の 入 所 期 間 が 30 日 以 内 で あ る も の  

ロ  別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 従 来 型 個 室 に 入 所 す る 者  

ハ  著 し い 精 神 症 状 等 に よ り 、 同 室 の 他 の 入 所 者 の 心 身 の 状 況 に 重 大 な 影 響 を 及 ぼ す お

そ れ が あ る と し て 、 従 来 型 個 室 へ の 入 所 が 必 要 で あ る と 医 師 が 判 断 し た 者  

ホ  初 期 加 算  30 単 位  

注  入 所 し た 日 か ら 起 算 し て 30 日 以 内 の 期 間 に つ い て は 、 初 期 加 算 と し て 、 1 日 に つ き

所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。 30 日 を 超 え る 病 院 又 は 診 療 所 へ の 入 院 後 に 指 定 地 域 密 着 型

介 護 老 人 福 祉 施 設 に 再 び 入 所 し た 場 合 も 、 同 様 と す る 。  

ヘ  退 所 時 等 相 談 援 助 加 算  

(1 )  退 所 前 後 訪 問 相 談 援 助 加 算  46 0 単 位  

(2 )  退 所 時 相 談 援 助 加 算  40 0 単 位  

(3 )  退 所 前 連 携 加 算  50 0 単 位  

注  

1 ( 1 )に つ い て は 、 入 所 期 間 が 1 月 を 超 え る と 見 込 ま れ る 入 所 者 の 退 所 に 先 立 っ て 介 護

支 援 専 門 員 、 生 活 相 談 員 、 看 護 職 員 、 機 能 訓 練 指 導 員 又 は 医 師 の い ず れ か の 職 種 の 者

が 、 当 該 入 所 者 が 退 所 後 生 活 す る 居 宅 を 訪 問 し 、 当 該 入 所 者 及 び そ の 家 族 等 に 対 し て

退 所 後 の 居 宅 サ ー ビ ス 、 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス そ の 他 の 保 健 医 療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉 サ ー

ビ ス に つ い て 相 談 援 助 を 行 っ た 場 合 に 、入 所 中 1 回 (入 所 後 早 期 に 退 所 前 相 談 援 助 の 必

要 が あ る と 認 め ら れ る 入 所 者 に あ っ て は 、 2 回 )を 限 度 と し て 算 定 し 、 入 所 者 の 退 所 後

30 日 以 内 に 当 該 入 所 者 の 居 宅 を 訪 問 し 、 当 該 入 所 者 及 び そ の 家 族 等 に 対 し て 相 談 援 助

を 行 っ た 場 合 に 、 退 所 後 1 回 を 限 度 と し て 算 定 す る 。  

入 所 者 が 退 所 後 に そ の 居 宅 で な く 、他 の 社 会 福 祉 施 設 等 (病 院 、診 療 所 及 び 介 護 保 険

施 設 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 )に 入 所 す る 場 合 で あ っ て 、 当 該 入 所 者 の 同 意 を 得 て 、 当 該 社

会 福 祉 施 設 等 を 訪 問 し 、 連 絡 調 整 、 情 報 提 供 等 を 行 っ た と き も 、 同 様 に 算 定 す る 。  

2 (2 )に つ い て は 、 入 所 期 間 が 1 月 を 超 え る 入 所 者 が 退 所 し 、 そ の 居 宅 に お い て 居 宅 サ

ー ビ ス 又 は 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 に お い て 、 当 該 入 所 者 の 退 所 時 に 当 該

入 所 者 及 び そ の 家 族 等 に 対 し て 退 所 後 の 居 宅 サ ー ビ ス 、 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス そ の 他 の

保 健 医 療 サ ー ビ ス 又 は 福 祉 サ ー ビ ス に つ い て 相 談 援 助 を 行 い 、 か つ 、 当 該 入 所 者 の 同

意 を 得 て 、 退 所 の 日 か ら 2 週 間 以 内 に 当 該 入 所 者 の 退 所 後 の 居 宅 地 を 管 轄 す る 市 町 村

(特 別 区 を 含 む 。以 下 同 じ 。)及 び 老 人 福 祉 法 (昭 和 38 年 法 律 第 133 号 )第 20 条 の 7 の 2

に 規 定 す る 老 人 介 護 支 援 セ ン タ ー に 対 し て 、 当 該 入 所 者 の 介 護 状 況 を 示 す 文 書 を 添 え

て 当 該 入 所 者 に 係 る 居 宅 サ ー ビ ス 又 は 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス に 必 要 な 情 報 を 提 供 し た 場

合 に 、 入 所 者 1 人 に つ き 1 回 を 限 度 と し て 算 定 す る 。  

入 所 者 が 退 所 後 に そ の 居 宅 で な く 、 他 の 社 会 福 祉 施 設 等 に 入 所 す る 場 合 で あ っ て 、

当 該 入 所 者 の 同 意 を 得 て 、 当 該 社 会 福 祉 施 設 等 に 対 し て 当 該 入 所 者 の 介 護 状 況 を 示 す

文 書 を 添 え て 当 該 入 所 者 の 処 遇 に 必 要 な 情 報 を 提 供 し た と き も 、 同 様 に 算 定 す る 。  

3 (3 )に つ い て は 、 入 所 期 間 が 1 月 を 超 え る 入 所 者 が 退 所 し 、 そ の 居 宅 に お い て 居 宅 サ

ー ビ ス 又 は 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス を 利 用 す る 場 合 に お い て 、 当 該 入 所 者 の 退 所 に 先 立 っ

て 当 該 入 所 者 が 利 用 を 希 望 す る 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 (法 第 46 条 第 1 項 に 規 定 す る

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 )に 対 し て 、 当 該 入 所 者 の 同 意 を 得 て 、 当

該 入 所 者 の 介 護 状 況 を 示 す 文 書 を 添 え て 当 該 入 所 者 に 係 る 居 宅 サ ー ビ ス 又 は 地 域 密 着

型 サ ー ビ ス に 必 要 な 情 報 を 提 供 し 、 か つ 、 当 該 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 と 連 携 し て 退

所 後 の 居 宅 サ ー ビ ス 又 は 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る 調 整 を 行 っ た 場 合 に 、 入

所 者 1 人 に つ き 1 回 を 限 度 と し て 算 定 す る 。  

ト  栄 養 管 理 体 制 加 算  

(1 )  管 理 栄 養 士 配 置 加 算  12 単 位  

(2 )  栄 養 士 配 置 加 算  10 単 位  

注  

1 ( 1 )に つ い て は 、 次 に 掲 げ る い ず れ の 基 準 に も 適 合 す る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出

た 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に つ い て 、 1 日 に つ き 所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。  

イ  常 勤 の 管 理 栄 養 士 を 1 名 以 上 配 置 し て い る こ と 。  

ロ  別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 で あ る

こ と 。  

2 (2 )に つ い て は 、 次 に 掲 げ る い ず れ の 基 準 に も 適 合 す る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出

た 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に つ い て 、 1 日 に つ き 所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。 た

だ し 、 こ の 場 合 に お い て 、 管 理 栄 養 士 配 置 加 算 を 算 定 し て い る 場 合 は 、 算 定 し な い 。  

イ  栄 養 士 を 1 名 以 上 配 置 し て い る こ と 。  



ロ  別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 で あ る

こ と 。  

チ  栄 養 マ ネ ジ メ ン ト 加 算  12 単 位  

注  次 に 掲 げ る い ず れ の 基 準 に も 適 合 す る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た 指 定 地 域 密 着

型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に つ い て 、 1 日 に つ き 所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。  

イ  常 勤 の 管 理 栄 養 士 を 1 名 以 上 配 置 し て い る こ と 。  

ロ  入 所 者 の 栄 養 状 態 を 施 設 入 所 時 に 把 握 し 、 医 師 、 管 理 栄 養 士 、 看 護 師 、 介 護 支 援 専

門 員 そ の 他 の 職 種 の 者 が 共 同 し て 、入 所 者 ご と の 摂 食 ・ 嚥 え ん 下 機 能 及 び 食 形 態 に も 配

慮 し た 栄 養 ケ ア 計 画 を 作 成 し て い る こ と 。  

ハ  入 所 者 ご と の 栄 養 ケ ア 計 画 に 従 い 栄 養 管 理 を 行 っ て い る と と も に 、 入 所 者 の 栄 養 状

態 を 定 期 的 に 記 録 し て い る こ と 。  

ニ  入 所 者 ご と の 栄 養 ケ ア 計 画 の 進 捗 状 況 を 定 期 的 に 評 価 し 、 必 要 に 応 じ て 当 該 計 画 を

見 直 し て い る こ と 。  

ホ  別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 で あ る

こ と 。  

リ  経 口 移 行 加 算  28 単 位  

注  

1 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に お い

て 、 医 師 の 指 示 に 基 づ き 、 医 師 、 管 理 栄 養 士 、 看 護 師 、 介 護 支 援 専 門 員 そ の 他 の 職 種

の 者 が 共 同 し て 、 現 に 経 管 に よ り 食 事 を 摂 取 し て い る 入 所 者 ご と に 経 口 移 行 計 画 を 作

成 し て い る 場 合 で あ っ て 、 当 該 計 画 に 従 い 、 医 師 の 指 示 を 受 け た 管 理 栄 養 士 又 は 栄 養

士 が 、 経 口 に よ る 食 事 の 摂 取 を 進 め る た め の 栄 養 管 理 を 行 っ た と き は 、 当 該 計 画 が 作

成 さ れ た 日 か ら 起 算 し て 180 日 以 内 の 期 間 に 限 り 、 1 日 に つ き 所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。 

2 管 理 栄 養 士 又 は 栄 養 士 が 行 う 経 口 移 行 計 画 に 基 づ く 経 口 に よ る 食 事 の 摂 取 を 進 め る

た め の 栄 養 管 理 が 当 該 計 画 が 作 成 さ れ た 日 か ら 起 算 し て 180 日 を 超 え た 期 間 に 行 わ れ

た 場 合 で あ っ て も 、 経 口 に よ る 食 事 の 摂 取 が 一 部 可 能 な 者 で あ っ て 、 医 師 の 指 示 に 基

づ き 、 継 続 し て 経 口 に よ る 食 事 の 摂 取 を 進 め る た め の 栄 養 管 理 が 必 要 と さ れ る も の に

対 し て は 、 引 き 続 き 当 該 加 算 を 算 定 で き る も の と す る 。  

ヌ  経 口 維 持 加 算  

(1 )  経 口 維 持 加 算 (Ⅰ ) 2 8 単 位  

(2 )  経 口 維 持 加 算 (Ⅱ ) 5 単 位  

注  

1 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 に お い

て 、 医 師 の 指 示 に 基 づ き 、 医 師 、 管 理 栄 養 士 、 看 護 師 、 介 護 支 援 専 門 員 そ の 他 の 職 種

の 者 が 共 同 し て 、摂 食 機 能 障 害 を 有 し 、誤 嚥 え ん が 認 め ら れ る 入 所 者 ご と に 入 所 者 の 摂

食 ・ 嚥 え ん 下 機 能 に 配 慮 し た 経 口 維 持 計 画 を 作 成 し て い る 場 合 で あ っ て 、当 該 計 画 に 従

い 、 医 師 の 指 示 を 受 け た 管 理 栄 養 士 又 は 栄 養 士 が 、 継 続 し て 経 口 に よ る 食 事 の 摂 取 を

進 め る た め の 特 別 な 管 理 を 行 っ た 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 計 画 が 作 成

さ れ た 日 か ら 起 算 し て 180 日 以 内 の 期 間 に 限 り 、1 日 に つ き そ れ ぞ れ 所 定 単 位 数 を 加 算

す る 。た だ し 、こ の 場 合 に お い て 、経 口 移 行 加 算 を 算 定 し て い る 場 合 は 、算 定 し な い 。

ま た 、 経 口 維 持 加 算 (Ⅰ )を 算 定 し て い る 場 合 は 、 経 口 維 持 加 算 (Ⅱ )は 、 算 定 し な い 。  

イ  経 口 維 持 加 算 (Ⅰ ) 経 口 に よ り 食 事 を 摂 取 す る 者 で あ っ て 、 著 し い 摂 食 機 能 障 害 を

有 し 造 影 撮 影 又 は 内 視 鏡 検 査 に よ り 誤 嚥 え ん が 認 め ら れ る も の を 対 象 と し て い る こ と 。 

ロ  経 口 維 持 加 算 (Ⅱ ) 経 口 に よ り 食 事 を 摂 取 す る 者 で あ っ て 、 摂 食 機 能 障 害 を 有 し 誤

嚥 え ん が 認 め ら れ る も の を 対 象 と し て い る こ と 。  

2 管 理 栄 養 士 又 は 栄 養 士 が 行 う 経 口 維 持 計 画 に 基 づ く 経 口 に よ る 食 事 の 摂 取 を 進 め る

た め の 特 別 な 管 理 が 当 該 計 画 が 作 成 さ れ た 日 か ら 起 算 し て 180 日 を 超 え た 期 間 に 行 わ

れ た 場 合 で あ っ て も 、摂 食 機 能 障 害 を 有 し 、誤 嚥 え ん が 認 め ら れ る 入 所 者 で あ っ て 医 師

の 指 示 に 基 づ き 、継 続 し て 誤 嚥 え ん 防 止 の た め の 食 事 の 摂 取 を 進 め る た め の 特 別 な 管 理

が 必 要 と さ れ る も の に 対 し て は 、 引 き 続 き 当 該 加 算 を 算 定 で き る も の と す る 。  

ル  療 養 食 加 算  23 単 位  

注  次 に 掲 げ る い ず れ の 基 準 に も 適 合 す る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 て 当 該 基 準 に よ

る 食 事 の 提 供 を 行 う 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 が 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る

療 養 食 を 提 供 し た と き は 、1 日 に つ き 所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。た だ し 、こ の 場 合 に お い

て 、 経 口 移 行 加 算 又 は 経 口 維 持 加 算 を 算 定 し て い る 場 合 は 、 算 定 し な い 。  

イ  食 事 の 提 供 が 管 理 栄 養 士 又 は 栄 養 士 に よ っ て 管 理 さ れ て い る こ と 。  

ロ  入 所 者 の 年 齢 、 心 身 の 状 況 に よ っ て 適 切 な 栄 養 量 及 び 内 容 の 食 事 の 提 供 が 行 わ れ て

い る こ と 。  



ハ  食 事 の 提 供 が 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人

福 祉 施 設 に お い て 行 わ れ て い る こ と 。  

ヲ  看 取 り 介 護 加 算  

注  別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る 入 所 者 に つ い て は 、 当 該 基 準 に 掲 げ る 区

分 に 従 い 、死 亡 日 以 前 30 日 を 上 限 と し て 1 日 に つ き 次 に 掲 げ る 単 位 数 を 死 亡 月 に 加 算

す る 。 た だ し 、 退 所 し た 日 の 翌 日 か ら 死 亡 日 ま で の 間 は 、 算 定 し な い 。 ま た 、 こ の 場

合 に お い て 、 重 度 化 対 応 加 算 を 算 定 し て い な い 場 合 は 、 算 定 し な い 。  

イ  看 取 り 介 護 加 算 (Ⅰ ) 16 0 単 位  

ロ  看 取 り 介 護 加 算 (Ⅱ ) 8 0 単 位  

ワ  在 宅 復 帰 支 援 機 能 加 算  10 単 位  

注  別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 で あ っ

て 、次 に 掲 げ る 基 準 の い ず れ に も 適 合 し て い る 場 合 に あ っ て は 、1 日 に つ き 所 定 単 位 数

を 加 算 す る 。  

イ  入 所 者 の 家 族 と の 連 絡 調 整 を 行 っ て い る こ と 。  

ロ  入 所 者 が 利 用 を 希 望 す る 指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 に 対 し て 、 入 所 者 に 係 る 居 宅 サ ー

ビ ス に 必 要 な 情 報 の 提 供 、 退 所 後 の 居 宅 サ ー ビ ス の 利 用 に 関 す る 調 整 を 行 っ て い る こ

と 。  

カ  在 宅 ・ 入 所 相 互 利 用 加 算  30 単 位  

注  別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 に 対 し て 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る

指 定 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 サ ー ビ ス を 行 う 場 合 に あ っ て は 、1 日 に つ き 所 定 単 位 数 を

加 算 す る 。  

ヨ  小 規 模 拠 点 集 合 型 施 設 加 算  50 単 位  

注  同 一 敷 地 内 に 複 数 の 居 住 単 位 を 設 け て 指 定 地 域 密 着 型 介 護 福 祉 施 設 入 所 者 生 活 介 護

を 行 っ て い る 施 設 に お い て 、 5 人 以 下 の 居 住 単 位 に 入 所 し て い る 入 所 者 に つ い て は 、 1

日 に つ き 所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。  



○ 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準  

(平 成 十 八 年 三 月 十 四 日 ) 

(厚 生 労 働 省 告 示 第 百 二 十 八 号 ) 

介 護 保 険 法 (平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 )第 五 十 四 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 指

定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準 を 次 の よ う に 定

め 、 平 成 十 八 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。  

指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 の 算 定 に 関 す る 基 準  

一  指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 は 、 別 表 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予

防 サ ー ビ ス 介 護 給 付 費 単 位 数 表 に よ り 算 定 す る も の と す る 。  

二  指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 は 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る

一 単 位 の 単 価 に 別 表 に 定 め る 単 位 数 を 乗 じ て 算 定 す る も の と す る 。  

三  前 二 号 の 規 定 に よ り 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 要 す る 費 用 の 額 を 算 定 し た

場 合 に お い て 、 そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 は 切 り 捨 て て 計

算 す る も の と す る 。  

四  介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 に 係 る 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 要 す る

費 用 の 額 は 、 前 三 号 の 規 定 に か か わ ら ず 市 町 村 長 (特 別 区 の 区 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 )

の 申 請 に 基 づ き 、 厚 生 労 働 大 臣 が 認 め た 場 合 に 限 り 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ

ろ に よ り 算 定 す る こ と が で き る も の と す る 。  

別 表  

指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 介 護 給 付 費 単 位 数 表  

1 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費  

イ  介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費 (Ⅰ ) 

(1 )  介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費 (i)  

(一 ) 所 要 時 間 3 時 間 以 上 4 時 間 未 満 の 場 合  

a 要 支 援 1 46 0 単 位  

b 要 支 援 2 50 9 単 位  

(二 ) 所 要 時 間 4 時 間 以 上 6 時 間 未 満 の 場 合  

a 要 支 援 1 62 1 単 位  

b 要 支 援 2 69 1 単 位  

(三 ) 所 要 時 間 6 時 間 以 上 8 時 間 未 満 の 場 合  

a 要 支 援 1 83 5 単 位  

b 要 支 援 2 93 4 単 位  

(2 )  介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費 (ii)  

(一 ) 所 要 時 間 3 時 間 以 上 4 時 間 未 満 の 場 合  

a 要 支 援 1 41 9 単 位  

b 要 支 援 2 46 2 単 位  

(二 ) 所 要 時 間 4 時 間 以 上 6 時 間 未 満 の 場 合  

a 要 支 援 1 56 1 単 位  

b 要 支 援 2 62 4 単 位  

(三 ) 所 要 時 間 6 時 間 以 上 8 時 間 未 満 の 場 合  

a 要 支 援 1 75 1 単 位  

b 要 支 援 2 83 9 単 位  

ロ  介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費 (Ⅱ ) 

(1 )  所 要 時 間 3 時 間 以 上 4 時 間 未 満 の 場 合  

(一 ) 要 支 援 1 2 1 8 単 位  

(二 ) 要 支 援 2 2 3 0 単 位  

(2 )  所 要 時 間 4 時 間 以 上 6 時 間 未 満 の 場 合  

(一 ) 要 支 援 1 3 1 1 単 位  

(二 ) 要 支 援 2 3 2 9 単 位  

(3 )  所 要 時 間 6 時 間 以 上 8 時 間 未 満 の 場 合  

(一 ) 要 支 援 1 4 3 5 単 位  

(二 ) 要 支 援 2 4 6 0 単 位  

注  

1 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 基 準 に 適 合 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た

単 独 型・併 設 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 (指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ

ー ビ ス の 事 業 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 並 び に 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス に 係 る 介

護 予 防 の た め の 効 果 的 な 支 援 の 方 法 に 関 す る 基 準 (平 成 18 年 厚 生 労 働 省 令 第 36 号 。以

下「 指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 」と い う 。)第 5 条 第 1 項 に 規 定 す る 単 独 型・

併 設 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 を い う 。以 下 同 じ 。)又 は 共 用 型 指 定



介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 (指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 8 条

第 1 項 に 規 定 す る 共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 を い う 。以 下 同 じ 。)

に お い て 、指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 (指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準

第 4 条 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を い う 。以 下 同 じ 。)を 行 っ た 場

合 に 、 当 該 施 設 基 準 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 利 用 者 の 要 支 援 状 態 区 分 に 応 じ て 、 現 に 要

し た 時 間 で は な く 、介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 計 画 (指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー

ビ ス 基 準 第 42 条 に 規 定 す る 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 計 画 を い う 。 )に 位 置 付 け

ら れ た 内 容 の 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を 行 う の に 要 す る 標 準 的 な 時 間 で 、

そ れ ぞ れ 所 定 単 位 数 を 算 定 す る 。た だ し 、利 用 者 の 数 又 は 看 護 職 員 (看 護 師 又 は 准 看 護

師 を い う 。以 下 同 じ 。)若 し く は 介 護 職 員 の 員 数 が 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該

当 す る 場 合 は 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 す る 。  

2 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 す る 利 用 者 に 対 し て 、所 要 時 間 2 時 間 以 上 3 時

間 未 満 の 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を 行 う 場 合 は 、 注 1 の 施 設 基 準 に 掲 げ る

区 分 に 従 い 、 イ (1) (一 )若 し く は (2) (一 )又 は ロ (1)の 所 定 単 位 数 の 100 分 の 70 に 相 当

す る 単 位 数 を 算 定 す る 。  

3 日 常 生 活 上 の 世 話 を 行 っ た 後 に 引 き 続 き 所 要 時 間 6 時 間 以 上 8 時 間 未 満 の 指 定 介 護 予

防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を 行 っ た 場 合 又 は 所 要 時 間 6 時 間 以 上 8 時 間 未 満 の 指 定 介 護

予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を 行 っ た 後 に 引 き 続 き 日 常 生 活 上 の 世 話 を 行 っ た 場 合 で あ

っ て 、 当 該 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 所 要 時 間 と 当 該 指 定 介 護 予 防 認 知 症

対 応 型 通 所 介 護 の 前 後 に 行 っ た 日 常 生 活 上 の 世 話 の 所 要 時 間 を 通 算 し た 時 間 (以 下 こ

の 注 に お い て 「 算 定 対 象 時 間 」 と い う 。 )が 8 時 間 以 上 と な る と き は 、 算 定 対 象 時 間 が

8 時 間 以 上 9 時 間 未 満 の 場 合 は 50 単 位 を 、9 時 間 以 上 10 時 間 未 満 の 場 合 は 100 単 位 を

所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。  

4 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 て 当 該

基 準 に よ る 入 浴 介 助 を 行 っ た 場 合 は 、 1 日 に つ き 50 単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。  

5 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 を 行 う 時 間 帯 に 1 日 120 分 以 上 、専 ら 機 能 訓 練 指

導 員 の 職 務 に 従 事 す る 理 学 療 法 士 、 作 業 療 法 士 、 言 語 聴 覚 士 、 看 護 職 員 、 柔 道 整 復 師

又 は あ ん 摩 マ ッ サ ー ジ 指 圧 師 を 1 名 以 上 配 置 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た

指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 利 用 者 に 対 し て 、 機 能 訓 練 指 導 員 、 看 護 職 員 、

介 護 職 員 、 生 活 相 談 員 そ の 他 の 職 種 の 者 が 共 同 し て 、 利 用 者 ご と に 個 別 機 能 訓 練 計 画

を 作 成 し 、 当 該 計 画 に 基 づ き 、 計 画 的 に 機 能 訓 練 を 行 っ て い る 場 合 に は 、 個 別 機 能 訓

練 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 27 単 位 を 所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。  

6 次 に 掲 げ る い ず れ の 基 準 に も 適 合 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 て 、低 栄 養 状

態 に あ る 利 用 者 又 は そ の お そ れ の あ る 利 用 者 に 対 し て 、 当 該 利 用 者 の 低 栄 養 状 態 の 改

善 等 を 目 的 と し て 、 個 別 的 に 実 施 さ れ る 栄 養 食 事 相 談 等 の 栄 養 管 理 で あ っ て 、 利 用 者

の 心 身 の 状 態 の 維 持 又 は 向 上 に 資 す る と 認 め ら れ る も の (以 下 こ の 注 に お い て「 栄 養 改

善 サ ー ビ ス 」 と い う 。 )を 行 っ た 場 合 は 、 栄 養 改 善 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 100 単 位 を

所 定 単 位 数 に 加 算 す る 。  

イ  管 理 栄 養 士 を 1 名 以 上 配 置 し て い る こ と 。  

ロ  利 用 者 の 栄 養 状 態 を 利 用 開 始 時 に 把 握 し 、 管 理 栄 養 士 、 看 護 職 員 、 介 護 職 員 、 生 活

相 談 員 そ の 他 の 職 種 の 者 が 共 同 し て 、利 用 者 ご と の 摂 食 ・ 嚥 え ん 下 機 能 及 び 食 形 態 に も

配 慮 し た 栄 養 ケ ア 計 画 を 作 成 し て い る こ と 。  

ハ  利 用 者 ご と の 栄 養 ケ ア 計 画 に 従 い 管 理 栄 養 士 等 が 栄 養 改 善 サ ー ビ ス を 行 っ て い る と

と も に 、 利 用 者 の 栄 養 状 態 を 定 期 的 に 記 録 し て い る こ と 。  

ニ  利 用 者 ご と の 栄 養 ケ ア 計 画 の 進 捗 状 況 を 定 期 的 に 評 価 す る こ と 。  

ホ  別 に 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る 単 独 型 ・ 併 設 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症

対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 又 は 共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 で あ る こ

と 。  

7 次 に 掲 げ る い ず れ の 基 準 に も 適 合 し て い る も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 て 、口 腔 機 能

が 低 下 し て い る 利 用 者 又 は そ の お そ れ の あ る 利 用 者 に 対 し て 、 当 該 利 用 者 の 口 腔 機 能

の 向 上 を 目 的 と し て 、 個 別 的 に 実 施 さ れ る 口 腔 清 掃 の 指 導 若 し く は 実 施 又 は 摂 食 ・ 嚥
え ん 下 機 能 に 関 す る 訓 練 の 指 導 若 し く は 実 施 で あ っ て 、利 用 者 の 心 身 の 状 態 の 維 持 又 は

向 上 に 資 す る と 認 め ら れ る も の (以 下 こ の 注 に お い て 「 口 腔 機 能 向 上 サ ー ビ ス 」 と い

う 。 )を 行 っ た 場 合 は 、 口 腔 機 能 向 上 加 算 と し て 、 1 月 に つ き 100 単 位 を 所 定 単 位 数 に

加 算 す る 。  

イ  言 語 聴 覚 士 、 歯 科 衛 生 士 又 は 看 護 職 員 を 1 名 以 上 配 置 し て い る こ と 。  

ロ  利 用 者 の 口 腔 機 能 を 利 用 開 始 時 に 把 握 し 、 言 語 聴 覚 士 、 歯 科 衛 生 士 、 看 護 職 員 、 介

護 職 員 、 生 活 相 談 員 そ の 他 の 職 種 の 者 が 共 同 し て 、 利 用 者 ご と の 口 腔 機 能 改 善 管 理 指

導 計 画 を 作 成 し て い る こ と 。  



ハ  利 用 者 ご と の 口 腔 機 能 改 善 管 理 指 導 計 画 に 従 い 言 語 聴 覚 士 、 歯 科 衛 生 士 又 は 看 護 職

員 が 口 腔 機 能 向 上 サ ー ビ ス を 行 っ て い る と と も に 、 利 用 者 の 口 腔 機 能 を 定 期 的 に 記 録

し て い る こ と 。  

ニ  利 用 者 ご と の 口 腔 機 能 改 善 管 理 指 導 計 画 の 進 捗 状 況 を 定 期 的 に 評 価 す る こ と 。  

ホ  別 に 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 基 準 に 適 合 し て い る 単 独 型 ・ 併 設 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症

対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 又 は 共 用 型 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 事 業 所 で あ る こ

と 。  

8 利 用 者 が 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 、介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 、介 護 予 防 特 定 施 設

入 居 者 生 活 介 護 又 は 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 、 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生

活 介 護 を 受 け て い る 間 は 、 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 費 は 、 算 定 し な い 。  

2 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 費  

イ  介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 費 (1 月 に つ き ) 

(1 )  要 支 援 1 4 ,4 6 9 単 位  

(2 )  要 支 援 2 7 ,9 9 5 単 位  

注  

1 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 (指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準

第 44 条 第 1 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 を い う 。以 下 同

じ 。 )に 登 録 し た 者 に つ い て 、 登 録 者 の 要 支 援 状 態 区 分 に 応 じ て 、 登 録 し て い る 期 間 1

月 に つ き そ れ ぞ れ 所 定 単 位 数 を 算 定 す る 。 た だ し 、 登 録 者 の 数 又 は 従 業 者 の 員 数 が 別

に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る 場 合 は 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に

よ り 算 定 す る 。  

2 利 用 者 が 介 護 予 防 短 期 入 所 生 活 介 護 、介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 、介 護 予 防 特 定 施 設

入 居 者 生 活 介 護 又 は 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 を 受 け て い る 間 は 、 介 護 予 防

小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 費 は 、 算 定 し な い 。  

3 利 用 者 が 一 の 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に お い て 、指 定 介 護 予 防 小

規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 (指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 43 条 に 規 定 す る 指 定

介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 を い う 。以 下 同 じ 。 )を 受 け て い る 間 は 、当 該 指 定 介

護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 以 外 の 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所 が 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 を 行 っ た 場 合 に 、 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能

型 居 宅 介 護 費 は 、 算 定 し な い 。  

ロ  初 期 加 算  30 単 位  

注  指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事 業 所 に 登 録 し た 日 か ら 起 算 し て 30 日 以 内 の

期 間 に つ い て は 、 初 期 加 算 と し て 、 1 日 に つ き 所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。 30 日 を 超 え る

病 院 又 は 診 療 所 へ の 入 院 後 に 指 定 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 の 利 用 を 再 び 開 始

し た 場 合 も 、 同 様 と す る 。  

3 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 費  

イ  介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 費 (1 日 に つ き ) 83 1 単 位  

ロ  介 護 予 防 短 期 利 用 共 同 生 活 介 護 費 (1 日 に つ き ) 8 6 1 単 位  

注  別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 施 設 基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 夜

勤 を 行 う 職 員 の 勤 務 条 件 に 関 す る 基 準 を 満 た す も の と し て 市 町 村 長 に 届 け 出 た 指 定 介

護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 (指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 基 準 第 70

条 第 1 項 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業 所 を い う 。以 下 同 じ 。)

に お い て 、指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 (指 定 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス

基 準 第 69 条 に 規 定 す る 指 定 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 を い う 。 以 下 同 じ 。 )

を 行 っ た 場 合 に 、当 該 施 設 基 準 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、そ れ ぞ れ 所 定 単 位 数 を 算 定 す る 。

た だ し 、 当 該 夜 勤 を 行 う 職 員 の 勤 務 条 件 に 関 す る 基 準 を 満 た さ な い 場 合 は 、 所 定 単 位

数 の 100 分 の 97 に 相 当 す る 単 位 数 を 算 定 す る 。な お 、利 用 者 の 数 又 は 従 業 者 の 員 数 が

別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に 該 当 す る 場 合 は 、 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ

に よ り 算 定 す る 。  

ハ  初 期 加 算  30 単 位  

注  イ に つ い て 、入 居 し た 日 か ら 起 算 し て 30 日 以 内 の 期 間 に つ い て は 、初 期 加 算 と し て 、

1 日 に つ き 所 定 単 位 数 を 加 算 す る 。  

 


